
 
 

砺波市教育支援センター「通所の手続き」について 
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見学を希望される場合は、砺波市教育支援センター 

「ひよどり」または、砺波市教育センターへ連絡 

まずは 見学してみましょう 

必要があれば 「体験通所」 をしてみましょう 

＜通所手続き＞ 

１ 提出していただく書類 

① 保護者は通所願（様式１）を学校へ提出します。 

② 学校は通所願（様式１のコピー）と通所申請（様式２）と教育相談個人票

（様式３）の３種類の書類を各 1部教育センターへ提出します。 

２ 教育長の承認 

教育センターから学校へ通所の承認通知（様式４）を届けます。また、

学校から保護者へ通所の承認書（様式５）をお渡しください。 

※ 通所決定後、保護者は個人票（様式６）を適応指導教室へ提出します。 

＜砺波市教育センター＞       （TEL：33-1559） 

 

保護者 

＜砺波市教育支援センター ひよどり＞（TEL：82-5777） 

 

＜保護者面談＞ 

通所決定後は、保護者と教育支援センター学習指導員及び教育センター所員

が面談し、砺波市教育委員会特別支援担当指導主事・早期支援コーディネータ

ー、砺波市教育センター所員、在籍校学級担任等で情報交換しながら、全力で

サポートします。 


